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在宅福祉センター ヴェルフ藤原運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人千葉県福祉援護会（以下「法人」という。）が運営する在宅福

祉センターヴェルフ藤原（以下｢事業所｣という。）が行う指定通所介護事業（以下｢事

業｣という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、

要介護状態にある高齢者等（以下「利用者」という。）に対し適正な指定通所介護

サービス（以下「サービス」という。）を提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 事業所は、高齢者等が要介護状態になった場合でも、可能な限りその居宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように努める

ものとする。 

２ 事業の実施にあたって、事業所は、利用者の社会的孤独感の解消及び心身の機能

の保持、並びに利用者の家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るものとする。 

３ 事業の実施にあたって、事業所は、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービ

スとの連携を図りながらサービスの提供に努めるものとする。 

４ 事業所は、サービスを提供するに当たっては、法第 118条の 2第 1項に規定する

介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行う様に努める。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

(１) 名 称 在宅福祉センター ヴェルフ藤原 

(２) 所在地 千葉県船橋市藤原８－１７－２ 

 

（職員の職種、員数、及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。 

(１) 管 理 者  １名 

事業所の職員、業務の管理及び通所介護計画の作成を行う。但し、介護支援

専門員及び同一敷地内の他の事業所との兼務は可能とする。 

(２) 生 活 相 談 員  １名以上 

利用者又はその家族との相談の上、通所介護計画をもとにサービスの提供方

法等について十分な説明を行う。 

(３) 看 護 職 員  １名以上 

利用者の健康管理を行う。 

(４) 介 護 職 員  ４名以上 
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通所介護計画に基づき、利用者に必要な介護を行う。 

(５) 機能訓練指導員  １名以上 

機能訓練指導員は、利用者に必要な機能訓練を行う。 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

(１) 営 業 日  １２月２９日から１月３日までを除いた月曜日から土曜日

とする。（祝祭日含む）但しこれ以外の日であっても臨時で

営業をする場合がある。 

(２) 営 業 時 間  午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 

(３) サービス提供時間   午前９時４５分から午後４時３０分までとする。(送迎時間

を除く)管理者が必要と認めた場合はその限りではない。 

(４) 利用者定員  ２９名とする。(介護予防通所型サービスを含む。) 

（通所介護の取扱方針） 

第５条の２ サービスの提供に当たっては、次条に規定する通所介護計画に基づき、

利用者の機能訓練及び利用者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行

う。 

２ 事業所の職員は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、

利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう

に説明を行う。 

３ サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもっ

てサービスの提供を行う。 

４ 事業所は、常に利用者の心身の状況を適切に把握しつつ、相談援助等の生活指導、

機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認

知症の利用者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができ

る体制を整える。 

 

（通所介護計画の作成） 

第５条の３ 事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環

境を踏まえて、機能訓練等の目標、その目標を達成するための具体的なサービスの

内容等を記載した通所介護計画を作成する。 

２ 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容にそ

って作成する。 

３ 事業所は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者またはそ

の家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 

４ 事業所は、通所介護計画を作成した際には、これを利用者に交付する。 
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５ 事業所の職員は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの

実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。 

 

（勤務体制の確保等） 

第５条の４ 事業所は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務

体制を定める。 

２ 事業所は、事業所の職員によってサービスを提供する。ただし、利用者の処遇に

直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

 

（定員の遵守） 

第５条の５ 事業所は、前条の利用定員を超えてサービスの提供を行わない。ただし、

災害その他やむを得ない事情があるときはこの限りでない。 

 

（内容及び手続きの説明及び同意） 

第５条の６ 事業所は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者または

その家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務体制その他の利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、サー

ビスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得る。 

 

（サービス提供拒否の禁止） 

第５条の７ 事業所は、正当な理由なくサービスの提供を拒まない。 

 

（サービス提供困難時の対応） 

第５条の８ 事業所は、利用申込者に対して自ら適切なサービスを提供することが困

難であると認めた場合には、当該利用申込者に係る居宅介護支援事業所への連絡、

適当な他の指定通所介護事業所等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じる。 

 

（受給資格等の確認） 

第５条の９ 事業所は、サービスの提供を求められた場合には、その被保険者証によ

って、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定期間を確認する。 

２ 事業所は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されている場合には、これ

に配慮してサービスの提供を行う。 

 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第５条の１０ 事業所は、サービスの提供の開始に際し、要介護認定等を受けていな

い利用申込者については、要介護認定等の申請が既に行われているか確認し、申請
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が行われていない場合には、利用申込者の意思を踏まえて速やかに申請が行われる

よう必要な援助を行う。 

２ 事業所は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該利用者が受けている要介護認

定の有効期間の満了日の３０日前には行われるように援助する。 

 

（心身の状況等の把握） 

第５条の１１ 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援

事業所が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置か

れている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努

める。 

 

（居宅介護支援事業所との連携） 

第５条の１２ 事業所は、サービスを提供するに当たっては、居宅介護支援事業所そ

の他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 

 

（サービス提供の記録） 

第５条の１３ 事業所は、サービスを提供した際には、サービスの提供日及び内容、

利用者に代わって支払いを受ける居宅介護サービス費等の額その他必要な事項を

利用者の居宅サービス計画を記載した書面に記載する。 

２ 事業所は、サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記

録するとともに、利用者からの申し出があった場合には、文書の交付その他適切な

方法等により、その情報を利用者に対して提供する。 

 

（通所介護の内容） 

第６条 指定通所介護の内容は、次のとおりとする。 

(１) 生活相談（相談援助等） 

(２) 機能訓練（日常動作訓練等） 

(３) 介護サービス 

(４) 介護方法の指導 

(５) 健康状態の確認 

(６) 送迎 

(７) 入浴 

(８) 食事 

 

（通所介護の利用料等） 

第７条 指定通所介護を提供した際の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
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但し法定代理受領サービスを利用する場合は、介護保険負担割合証に定める割合の

額とする。 

２ 前項に関わらず、食費についてはその費用の全額を徴収する。 

３ 法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した場合は、利用者から

受ける利用料の額と、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用との間に不合

理な差額が発生しないようにする。 

４ 事業所は、第１項、第２項のほか、次に掲げる費用を徴収する。金額については

別表に定める金額とする。 

(１) オムツ代 

(２) 前条に掲げる通所介護以外のサービス利用に係る費用は、別途徴収するもの

とする。 

５ 前項のサービスの提供にあたっては、利用者又はその家族に対して事前に文書で

説明をした上で、署名（記名押印）を受けることとする。 

 

（通常の事業の実施区域） 

第８条 通常の事業の実施区域は、船橋市、市川市、鎌ヶ谷市とする。 

 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第８条の２ 事業所は、法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る利用料の

支払いを受けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる

事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。 

 

（利用者に関する市町村への通知） 

第８条の３ 事業所は、サービスの提供を受けている利用者が次の各号のいずれかに

該当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知する。 

 (１) 正当な理由なくサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護

状態等の程度を増進させたと認められるとき 

 (２) 偽りその他不正な行為により保険給付を受け、または受けようとしたとき 

 

（サービス利用にあたっての留意事項） 

第９条 利用者は、他の利用者が適切なサービスの提供を受けるための権利・機会等

を侵害してはならない。 

２ 利用者は、事業所の設備・備品等の使用に当っては、本来の用法に従い使用する

こととし、これに反した使用により事業所に損害が生じた場合は、賠償するものす

る。 

３ 事業所は、利用者の重大な過失により、利用者の身体等に被った損害に対しては、
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賠償を減じることができるものとする。 

４ その他この規程に定めるもののほか、サービスの利用に関する事項については、

契約書及び重要事項説明書に明記し、利用者に説明するものとする。 

 

（緊急時などにおける対応方法） 

第１０条 事業所は、サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生

じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講ずる

こととする。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第１１条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所

介護サービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開

を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画

に従い必要な措置を講じるものとする。 

２ 事業所は、介護職員その他の職員に対し、業務継続計画について周知するととも

に、必要な研修及び訓練を年 2 回以上及び新規採用時に実施する。 

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行うものとする。 

 

（非常災害対策） 

第１２条 事業所は、非常災害に具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通

報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者並びに利用者及びその家族に周

知するとともに、非常災害に備え、年２回、避難、救出その他必要な研修・訓練を

行う。 

２ 事業所は、地震その他の非常災害に備え、事業所の利用者のために、物資の確保

に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 前項に規定する訓練の実施に当たって、可能な限り地域住民の参加が得られるよ

う連携に努めるものとする。 

 

（衛生管理） 

第１２条の２ 事業所は、設備等の衛生管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じる

とともに、医療品・医療用具の管理を適切に行う。 

２ 事業所は、感染症が発生、蔓延しないように必要な措置を講ずる。 

３ 事業所は、感染症対策に関する担当者を設置し、事業所内において感染症または

食中毒の発生及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設置する。委員会

は利用者の状況など、事業所の状況に応じ、おおむね 3 月に 1 回以上、定期的に開
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催するとともに、感染症が流行する時期においては必要に応じ随時開催する。 

４ 施設は、感染症が発生した際に事業を継続するための計画等を策定し、職員に対

して年 2 回以上及び新規採用時に研修・訓練を行うものとする。 

 

（記録の整備） 

第１２条の３ 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。 

２ 事業所は、利用者に対するサービス提供に関する記録を整備し、その完結の日か

ら５年間保存する。 

 

（掲示） 

第１２条の４ 事業所は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業員の勤務

の体制等を掲示する。 

２ 前項に規定する事項を記載した書面を当該事業所内に備え付け、かつ、これをい

つでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代える事が

出来るものとする。 

 

（苦情処理） 

第１２条の５ 事業所は、提供したサービスに対する利用者及びその家族からの苦情

に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置など、必要な措置を講じる。 

２ 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、その内容を記録する。 

３ 事業所は、提供したサービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出もし

くは提示の求めまたは当該市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、及び利用

者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導また

は助言を受けた場合には、これに従って必要な改善を行う。 

４ 事業所は、市町村からの求めがあった場合には、その改善の内容を市町村に報告

する。 

５ 事業所は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して、国民健康保険団

体連合会が行う調査に協力するとともに、その指導または助言を受けた場合には、

これに従って必要な改善を行う。 

６ 第４項の規定は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合に準用する。 

 

（事故発生時の対応） 

第１２条の６ 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合

には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡

するとともに、必要な措置を講じる。 

２ サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行
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う。ただし、施設の責に帰すべからざる事由による場合は、この限りではない。 

３ 事業所は、事故の発生またはその再発を防止するため、次に揚げる措置を講じる

ものとする。 

（１）事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告する報告の方法 

等が記載された事故発生の防止のための指針を整備する。 

（２）事故が発生した場合またはそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該

事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備する。 

（３）事故発生の防止のため委員会（オンライン等）及び職員に対する研修を新規採

用時開催すると共に、年２回以上の研修を実施する。 

 

（会計の区分） 

第１２条の７ 事業所は、サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分する。 

 

（虐待の防止） 

第１２条の８ 事業所は、『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関

する法律』の趣旨に則り、利用者への虐待を未然に防止するために、以下の措置を

講じる。 

（１）虐待の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確

実に防止するための対策を講じる委員会の設置 

（２）虐待防止のための指針の策定と従業者への周知 

（３）虐待防止のための定期的な研修の実施 

（４）虐待防止に関する措置を適切に実施するための責任者の配置 

 

（その他の運営についての留意事項） 

第１３条 事業所は、良質なサービスの提供ができるよう、職員等の質的向上を図る

ための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 

(１) 採用時研修   採用後４か月以内 

(２) 継続研修    年３回 

２ 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

３ 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなく

なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容に

含むものとする。 

４ この規程及び「船橋市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例」(平成２４年船橋市条例第６０号)に定める事項のほか、運営

に関する重要事項は法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 



 9 

附 則 

 この規程は、平成１２年 ４月 １日から施行する。 

 

平成１７年 ６月 １日 一部改正 

平成１７年１０月 １日 一部改正 

平成１９年１２月２０日 一部改正 

平成２０年１２月 １日 一部改正 

平成２１年１０月 １日 一部改正 

平成２３年 ４月 １日 一部改正 

平成２３年 ５月 １日 一部改正 

平成２３年 ９月 １日 一部改正 

平成２４年 １月 １日 一部改正 

平成２４年 ４月 １日 一部改正 

平成２５年 ４月 １日 一部改正 

平成２５年 ５月 １日 一部改正 

平成２７年 ８月 １日 一部改正 

平成２８年 ２月 １日 一部改正 

平成２８年 ３月 １日 一部改正 

平成２８年１１月 １日 一部改正 

平成３１年 ４月 １日 一部改正 

令和 元年１０月 １日 一部改正 

令和 ３年 ３月 １日 一部改正 

令和 ３年 ４月 １日 一部改正 

令和 ３年 ６月 １日 一部改正 

令和 ４年 ４月 １日 一部改正 

令和 ６年 ４月 １日 一部改正 
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別表１ 

 

サービスの提供に要する有料サービス一覧表 

 

令和元年 10月 1日現在 

項目 内容、負担を求める理由、目的 金額 

複写物交付サービス 

当事業所の資料が必要な場合、コピー機にて

複写物を交付いたします。但し、Ａ４サイズ

を基本といたします。 

(財務諸表類、事業計画書、実績報告書など) 

1枚 20円 

各種証明書交付サービス 

当事業所が交付する証明書などが必要な場合

にご利用いただけます。 

① 在籍証明、サービス提供証明書 

② 医療費控除確定申告用領収書 

① 1枚 300円 

② 1枚 750円 

 

対象エリア外サービス  

通常の事業の実施区域を越えてサービスの提

供をいたします。送迎実施区域を越えた地点

より料金が発生します。(要相談) 

1ｋｍ 250円 

 

外来者食事サービス 

 

ご家族や当事業所ご来館の方へ、お食事を提

供いたします。（食材の状況により提供できな

い場合があるため要相談） 

昼食 850円／食 

 

利用者食事代 

 

当事業所をご利用されるご利用者へお食事・

おやつ・飲み物を提供いたします。 
昼食 700円／食 

 

オムツ代 

 

当事業所ご利用中に必要となった場合に使用

いたします。①パッド ②紙オムツ ③リハ

ビリパンツ 

① １枚 100円 

② １枚 150円 

③ １枚 200円 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

（注）価格上昇及び消費税等により金額の変動有り 
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「ヴェルフ藤原」介護保険法に規定する第１号通所事業運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人千葉県福祉援護会（以下「法人」という。）が運営する在宅福祉

センターヴェルフ藤原（以下｢事業所｣という。）が行う介護保険法に規定する第１号

通所事業（以下｢事業｣という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に

関する事項を定め、要支援・事業対象者等（以下「利用者」という。）に対し適正な

介護予防通所型サービス（以下「サービス」という。）を提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 事業所は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営む

ことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用

者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指

すものとする。 

２ 事業所は、通所介護相当サービス事業を提供するに当たっては、法第 118 条の 2

第 1 項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に

行う様に努める。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

(１) 名 称 在宅福祉センター ヴェルフ藤原 

(２) 所在地 千葉県船橋市藤原８－１７－２ 

 

（職員の職種、員数、及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。 

(１) 管 理 者  １名 

事業所の職員、業務の管理及び予防通所型サービス計画の作成を行う。但し、

介護支援専門員及び同一敷地内の他の事業所との兼務は可能とする。 

(２) 生 活 相 談 員  １名以上 

利用者又はその家族との相談の上、予防通所型サービス計画をもとにサービ

スの提供方法等について十分な説明を行う。 

(３) 看 護 職 員  １名以上 

利用者の健康管理を行う。 

(４) 介 護 職 員  ４名以上 

予防通所型サービス計画に基づき、利用者に必要な介護を行う。 

(５) 機能訓練指導員  １名以上 
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機能訓練指導員は、利用者に必要な機能訓練を行う。 

２ 前項各号に掲げる職員は、指定通所介護事業と兼務とする。 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

(１) 営 業 日  １２月２９日から１月３日までを除く月曜日から土曜日とす

る。（祝祭日含む）但し、これ以外の日でも臨時に営業を行う

場合がある。 

(２) 営 業 時 間  午前８時３０分から午後５時３０分までとする。 

(３) サービス提供時間  午前９時４５分から午後４時３０分までとする。(送迎時間を

除く)管理者が必要と認めた場合はその限りではない。 

(４) 利用者定員 ２９名とする。ただし、指定通所介護事業に係る利用者と合わ

せた定員とする。 

 

（通常の事業の実施区域） 

第６条 通常の事業の実施区域は、船橋市とする。 

 

（介護予防通所型サービスの基本取扱方針） 

第７条 サービスの提供に当たっては、利用者の介護予防に資するよう、その目標を

設定し、計画的に行う。 

２ 事業所は、自ら提供するサービスの質の評価を行うとともに、主治医または歯科

医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図る。 

３ 事業所は、サービスの提供に当たり、単に利用者の運動機能の向上、栄養状態の

改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものでな

く、その心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで

自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであるこ

とを常に意識する。 

４ 事業所は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法で

サービスを提供する。 

５ 事業所は、サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図

る等の方法により、利用者が主体的に事業に参加できるよう適切な働きかけをする。 

 

（介護予防通所型サービスの具体的取扱方針） 

第８条 サービス提供に当たっての具体的取扱方針は、第２条に規定する運営方針及

び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次の各号に掲げるところによる。 

 (１) サービスの提供に当たっては、主治医または歯科医師からの情報伝達やサー
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ビス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置

かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行う。 

 (２) 事業所は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、サービスの目

標、その目標を達成するための具体的なサービス内容、サービスの提供を行う

機関等を記載した予防通所型サービス計画書を作成する。 

 (３) 予防通所型サービス計画書は、既に介護予防サービス計画が作成されている

場合は、その内容に沿って作成する。 

 (４) 事業所は、予防通所型サービス計画書の作成に当たっては、その内容につい

て利用者またはその家族に対して説明し、同意を得なければならない。 

 (５) 事業所は、予防通所型サービス計画書を作成した際には、これを利用者に交

付しなければならない。 

 (６) サービスの提供に当たっては、予防通所型サービス計画書に基づき、利用者

が日常生活を営むのに必要な支援を行う。 

 (７) サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者または

その家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明す

る。 

 (８) サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な技術をもっ

て行う。 

 (９) 事業所は、予防通所型サービス計画書に基づくサービス提供開始時から期間

終了時までに、少なくとも一回はモニタリングを行う。 

 (10) 事業所は、モニタリングの結果を記録し、その記録を、介護予防サービス計

画等を作成した指定介護予防支援事業者に報告する。 

 (11) 事業所は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて予防通所型サービス

計画書の変更を行う。 

 

（サービス提供にあたっての留意事項） 

第９条 サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次

に掲げる事項に留意して行う。 

 (１) 事業所は、サービスの提供に当たり、介護予防におけるアセスメントにおい

て把握された課題、サービスの提供によるその課題の改善状況等を踏まえつつ、

効率的かつ柔軟なサービスの提供に努める。 

 (２) 事業所は、運動機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サ

ービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されて

いる等の方法による。 

 (３) 事業所は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十

分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わ
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ないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、

利用者の安全面に最大限配慮する。 

 

（安全管理体制等の確保） 

第１０条 事業所は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生

じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、職員に周知徹底を図るとともに、

速やかに主治医への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定める。 

２ 事業所は、サービスの提供に当たり、転倒防止の観点から余計な物品等を放置し

ない等転倒等を防止するための環境整備に努める。 

３ 事業所は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の

当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービス内容とするよう努める。 

４ 事業所は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に

常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治医

への連絡を行う等の必要な措置を講ずる。 

 

（内容及び手続きの説明及び同意） 

第１１条 事業所は、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者またはそ

の家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務体制その他の利用申込者のサービスの

選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、サービ

スの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得る。 

 

（サービス提供拒否の禁止） 

第１２条 事業所は、正当な理由なくサービスの提供を拒まない。 

 

（サービス提供困難時の対応） 

第１３条 事業所は、利用申込者に対して自ら適切なサービスを提供することが困難

であると認めた場合には、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適

当な他の介護保険法に規定する第１号通所事業等の紹介その他の必要な措置を速や

かに講じる。 

 

（受給資格等の確認） 

第１４条 事業所は、サービスの提供を求められた場合には、その被保険者証によっ

て、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定期間を確認する。 

２ 事業所は、前項の被保険者証に認定審査会意見が記載されている場合には、これ

に配慮してサービスの提供を行う。 
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（要支援認定の申請に係る援助） 

第１５条 事業所は、サービスの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利

用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているか確認し、申請が行

われていない場合には、利用申込者の意思を踏まえて速やかに申請が行われるよう

必要な援助を行う。 

２ 事業所は、要支援認定の更新の申請が遅くとも当該利用者が受けている要支援認

定の有効期間の満了日の３０日前には行われるように援助する。 

 

（心身の状況等の把握） 

第１６条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業

者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれて

いる環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努める。 

 

（介護予防支援事業者等との連携） 

第１７条 事業所は、サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業所その他

保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 

２ 事業所は、サービス提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切

な指導を行うとともに、利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び

保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 

 

（介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第１８条 事業所は、介護予防サービス計画が作成されている場合は、これに沿った

サービスを提供する。 

 

（介護予防サービス計画等の変更の援助） 

第１９条 事業所は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、利用

者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行う。 

 

（サービス提供の記録） 

第２０条 事業所は、サービスを提供した際には、サービスの提供日及び内容、利用

者に代わって支払いを受ける介護予防サービス費等の額その他必要な事項を利用者

の介護予防サービス計画を記載した書面またはこれに準ずる書面に記載する。 

２ 事業所は、サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記

録するとともに、利用者からの申し出があった場合には、文書の交付その他適切な

方法等により、その情報を利用者に対して提供する。 
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（介護予防通所型サービスの利用料等） 

第２１条 介護予防通所型サービスを提供した際の利用料の額は、各市区町村が定め

る第１号事業に要する額とする。但し法定代理受領サービスを利用する場合は、介

護保険負担割合証に定める割合の額とする。 

２ 法定代理受領サービスに該当しない介護予防通所型サービスを提供した場合は、

利用者から受ける利用料の額と、各市区町村の長の定める基準により算定した費用

との間に不合理な差額が発生しないようにする。 

３ 事業所は、前項までの費用のほか、次に掲げる費用を徴収する。金額については

別表に定める金額とする。 

(１) 通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要す

る費用  

(２) 食事の提供に要する費用  

(３) オムツ代 

(４) その他介護予防通所型サービスの提供において提供される便宜のうち、日常

生活においても通常必要となるものに係る費用 

４ 前項各号のサービスの提供にあたっては、利用者又はその家族に対して事前に文

書で説明をした上で、署名（記名押印）を受けることとする。 

 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第２２条 事業所は、法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る利用料の支

払いを受けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる

事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。 

 

（利用者に関する市町村への通知） 

第２３条 事業所は、サービスの提供を受けている利用者が次の各号のいずれかに該

当する場合には、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知する。 

 (１) 正当な理由なくサービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援

状態の程度を増進させたと認められるとき、または要介護状態になったと認め

られるとき 

 (２) 偽りその他不正な行為により保険給付を受け、または受けようとしたとき 

 

（緊急時等の対応） 

第２４条 事業所は、サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生

じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講ずる。 
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（勤務体制の確保等） 

第２５条 事業所は、利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務体

制を定める。 

２ 事業所は、事業所の職員によってサービスを提供する。ただし、利用者の処遇に

直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を確保する。 

 

（定員の遵守） 

第２６条 事業所は、利用定員を超えてサービスの提供を行わない。ただし、災害そ

の他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。 

 

（サービス利用にあたっての留意事項） 

第２７条 利用者は、他の利用者が適切なサービスの提供を受けるための権利・機会

等を侵害してはならない。 

２ 利用者は、事業所の設備・備品等の使用に当っては、本来の用法に従い使用する

こととし、これに反した使用により事業所に損害が生じた場合は、賠償するものす

る。 

３ 事業所は、利用者の重大な過失により、利用者の身体等に被った損害に対しては、

賠償を減じることができるものとする。 

４ その他この規程に定めるもののほか、サービスの利用に関する事項については、

契約書及び重要事項説明書に明記し、利用者に説明するものとする。 

 

（業務継続計画の策定等） 

第２８条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所

介護サービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を

図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従

い必要な措置を講じるものとする。 

２ 事業所は、介護職員その他の職員に対し、業務継続計画について周知するととも

に、必要な研修及び訓練を年 2 回以上及び新規採用時に実施する。 

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の

変更を行うものとする。 

 

（非常災害対策） 

第２９条 事業所は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関

への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員並びに利用者及びその家族

等に周知するとともに、非常災害に備え、年２回、避難、救出その他必要な研修・訓
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練を行うこととする。 

２ 事業所は、地震その他の非常災害に備え、事業所の利用者のために、物資の確保

に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 前項に規定する訓練の実施に当たって、可能な限り地域住民の参加が得られるよ

う連携に努めるものとする。 

 

（衛生管理等） 

第３０条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備または飲用に供する

水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講ずる。 

２ 事業所は、感染症が発生し、またはまん延しないように必要な措置を講ずるよう

努める。 

３ 事業所は、感染症対策に関する担当者を設置し、事業所内において感染症または

食中毒の発生及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設置する。委員会

は利用者の状況など、事業所の状況に応じ、おおむね 3 月に 1 回以上、定期的に開

催するとともに、感染症が流行する時期においては必要に応じ随時開催する。 

４ 施設は、感染症が発生した際に事業を継続するための計画等を策定し、職員に対

して年 2 回以上及び新規採用時に研修・訓練を行うものとする。 

 

（記録の整備） 

第３１条 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。 

２ 事業所は、利用者に対するサービス提供に関する次に掲げる記録を整備し、その

完結の日から５年間保存する。 

 (１) 予防通所型サービス計画 

 (２) 提供した具体的なサービス内容等の記録 

 (３) 市町村への通知に関する記録 

 (４) 苦情の内容等の記録 

 (５) 事故の状況及びその際に採った処置についての記録 

 

（掲示） 

第３２条 事業所は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制

その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。 

２ 前項に規定する事項を記載した書面を当該事業所内に備え付け、かつ、これをい

つでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代える事が

出来るものとする。 
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（秘密保持等） 

第３３条 事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはそ

の家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 事業所は、事業所の職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利

用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずる。 

３ 事業所は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利

用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は家族の同意を、あらかじめ

文書にて得るものとする。 

 

（広告） 

第３４条 事業所は、広告をする場合においては、その内容が虚偽または誇大なもの

としない。 

 

（介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第３５条 事業所は、介護予防支援事業者またはその従業者に対し、利用者に対して

特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上

の利益を供与しない。 

 

（苦情処理） 

第３６条 事業所は、提供したサービスに対する利用者及びその家族からの苦情に迅

速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置など、必要な措置を講じる。 

２ 事業所は、前項の苦情を受け付けた場合には、その内容を記録する。 

３ 事業所は、提供したサービスに関し、市町村が行う文書その他の物件の提出もし

くは提示の求めまたは当該市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、及び利用

者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導また

は助言を受けた場合には、これに従って必要な改善を行う。 

４ 事業所は、市町村からの求めがあった場合には、その改善の内容を市町村に報告

する。 

５ 事業所は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して、国民健康保険団

体連合会が行う調査に協力するとともに、その指導または助言を受けた場合には、

これに従って必要な改善を行う。 

６ 第４項の規定は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合に準用する。 

 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３７条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、

速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡すると
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ともに、必要な措置を講じる。 

２ サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行

う。ただし、施設の責に帰すべからざる事由による場合は、この限りではない。 

３ 事業所は、事故の発生またはその再発を防止するため、次に揚げる措置を講じる

ものとする。 

（１）事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告する報告の方法 

等が記載された事故発生の防止のための指針を整備する。 

（２）事故が発生した場合またはそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該

事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備する。 

（３）事故発生の防止のため委員会（オンライン等）及び職員に対する研修を新規採

用時開催すると共に、年２回以上の研修を実施する。 

（削除） 

 

（虐待の防止） 

第３８条 事業所は、『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律』の趣旨に則り、利用者への虐待を未然に防止するために、以下の措置を講じる。 

（１）虐待の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実

に防止するための対策を講じる委員会の設置 

（２）虐待防止のための指針の策定と従業者への周知 

（３）虐待防止のための定期的な研修の実施 

（４）虐待防止に関する措置を適切に実施するための責任者の配置 

 

（会計の区分） 

第３９条 事業所は、サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分する。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第４０条 この規程及び「船橋市指定介護予防訪問型サービス及び介護予防通所型サ

ービス事業の人員、設備及び運営並びにこれらのサービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準等を定める要綱」(平成２８年３月１日施行)に定

める事項ほか、運営に関する重要事項は、法人と事業所の管理者との協議に基づい

て定めるものとする。 

 

 

附 則 

 この規程は、平成２８年 ３月 １日から施行する。 
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平成２８年１１月 １日 一部改正 

平成３０年 ４月 １日 一部改正 

平成３１年 ４月 １日 一部改正 

令和 元年１０月 １日 一部改正 

令和 ３年 ３月 １日 一部改正 

令和 ３年 ４月 １日 一部改正 

令和 ３年 ６月 １日 一部改正 

令和 ４年 ４月 １日 一部改正 

令和 ６年 ４月 １日 一部改正 

令和 ６年１２月 １日 一部改正 
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別表１ 

サービスの提供に要する有料サービス一覧表 

 

令和元年 10月 1日現在 

項目 内容、負担を求める理由、目的 金額 

複写物交付サービス 

当事業所の資料が必要な場合、コピー機にて

複写物を交付いたします。但し、Ａ４サイズ

を基本といたします。 

(財務諸表類、事業計画書、実績報告書など) 

1枚 20円 

各種証明書交付サービ

ス 

当事業所が交付する証明書などが必要な場

合にご利用いただけます。 

① 在籍証明、サービス提供証明書 

② 医療費控除確定申告用領収書 

① 1枚 300円 

② 1枚 750円 

 

対象エリア外サービス  

通常の事業の実施区域を越えてサービスの

提供をいたします。送迎実施区域を越えた地

点より料金が発生します。(要相談) 

1ｋｍ 250円 

 

外来者食事サービス 

 

ご家族や当事業所ご来館の方へ、お食事を提

供いたします。（食材の状況により提供でき

ない場合があるため要相談） 

昼食 850円／食 

 

利用者食事代 

 

当事業所をご利用されるご利用者へお食事・

おやつ・飲み物を提供いたします。 
昼食 700円／食 

 

オムツ代 

 

当事業所ご利用中に必要となった場合に使

用いたします。①パッド ②紙オムツ ③リ

ハビリパンツ 

① １枚 100円 

② １枚 150円 

③ １枚 200円 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

（注）価格上昇及び消費税等により金額の変動有り 


